















第１　手引き活用のために






	



Ⅰ　手引きの使い方

  １  この手引きは、神奈川県内に設置されている私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校並びに神奈川県知事が所轄する学校法人（私立学校法第152条第５項に定める学校法人「準学校法人」を含む。）を対象とし、これらの私立学校及び学校法人が、法令等に基づく認可申請、届出、報告等を行う場合の要領、様式及び作成例を示すものです。

　２　認可申請書等の添付書類については、標準的な作成例を示してあります。

　３　認可申請書等の提出部数が２部のものについて、添付書類のうち各１部（当課保管分）は、指定されたもの及び特別なものを除き、原本を添付してください。

　４　認可申請書等の文書形式は、横書き左とじを原則とし（袋とじ不要）、用字は常用漢字、現代仮名づかいを使用してください。
　　　なお、様式の大きさは、指定されているもの及び特別なものを除き、日本産業規格Ａ４縦型に統一してください。

　５　書類の提出時には、学校名、担当者職・氏名、連絡先等を記載した連絡票を併せて提出してください。（巻末参考 連絡票 参照）

　６　巻末参考に宛名ラベルの原紙を掲載しましたので、申請書・届出等の提出時に御活用ください。

　７　認可申請等を行う場合には、事前に私学振興課と十分協議してください。


Ⅱ　認可、届出及び報告事項等一覧
（１）学校関係
①認可事項
	番号
	事　務　内　容
	参　　考　　条　　文
	様　式　　ページ

	１
	学校の設置
	教４条、130条、134条、教則３条、13条､187条、190条、私７条、152条    
	24、26

	２
	学校の廃止
	教４条、130条、134条、教則15条、188条､190条、私７条、152条
	30

	３
	中等教育・高等学校の学科、全日制、定時制又は通信制の課程の設置
	教４条、54条、教令23条、教則11条､12条､私７条      
	26

	４
	　　　　〃　　　　　　廃止
	教４条、教令23条、教則12条、15条、私７条            
	30

	５
	特別支援学校の幼稚・小学・中学・高等部の設置
	教４条、教令23条、教則13条、私７条            
	26

	６
	　　　　〃　　　　　　廃止
	教４条、教令23条、教則15条、私７条
	30

	７
	専修学校の課程の設置
	教130条、教則３条、187条、私152条   
	26

	８
	　　　　〃　　　　　　廃止
	教130条、教則15条、188条、私152条    
	30

	９
	設置者の変更
	教４条、130条、134条、教則14条、189条､190条、私７条、152条
	28

	10
	専修学校の目的の変更
	教130条、教則11条、189条、私152条 
	46

	11
	収容定員の変更（専修学校を除く）　　　　　　　　
	教４条、134条、教令23条、教則５条、190条、私７条、152条
	32



　②届出事項
	番号
	事　務　内　容
	参　　考　　条　　文
	様　式　　ページ

	１
	専修学校の収容定員の変更
	教則188条、189条
	48★

	２
	校地校舎等の変更
	教131条、教令24条の３、27条の２、27条の３、教則６条、189条、190条    
	38★

	３
	学校の目的(専修学校を除く)名称、位置、学則、経費の見積り及び維持方法の変更
	教131条、教令27条の２、27条の３、教則５条、
189条､190条 
	34★

	４
	高等学校の専攻科、別科の設置及び廃止
	教58条、教令27条の２、教則11条、15条
	40、42★

	５
	特別支援学校高等部の学科、専攻科、別科の設置及び廃止
	教82条、教令27条の２、教則11条、15条
	40、42★

	６
	専修学校の学科の設置及び廃止
	教131条、教則11条、19条、188条、189条
	48★

	７
	専修学校の専攻科の設置及び廃止
	教131条、教令24条の３、教則188条、189条
	40、42★

	８
	校長の変更
	教10条、133条、134条、教則27条、189条、190条
	44★

	９
	学校所在地の住居表示等の変更
	教131条、教令27条の２、27条の３
	36★

	10
	補助金等振込口座の指定及び変更
	    
	102


★印の様式の提出には「e-kanagawa電子申請システム」が利用できます。

③報告事項
	番号
	事　務　内　容
	参　　考　　条　　文
	様　式　　ページ

	１
	不動産所有権取得登記済の報告
	私６条、152条
	100

	２
	学校事故の報告
	私６条、152条
	50

	３
	海外修学（研修）旅行の実施計画及び実施結果の報告
	私６条、152条
	52、54

	４
	生徒（園児・学生）募集停止の報告
	私６条、152条
	56

	５
	地震・風水害等の被害報告
	私６条、152条
	104

	６
	解散及び清算人就任登記完了届
	教令６条
	106

	７
	清算結了登記済届
	私122条
	108



④証明事項
	番号
	事　務　内　容
	参　　考　　条　　文
	様　式　　ページ

	１
	学校の証明
	
	60～64

	２
	学則の証明
	
	66




（注）参考条文欄の法令名については、次の略称を用いました。
　 　 法 　令　 名　　　　　　　略  称
　　　学校教育法　　　　　　　　  教
      学校教育法施行令　　　　　 教令
      学校教育法施行規則　　　　 教則
　　　私立学校法　　　　　　　　　私
　　　　


（２）学校法人関係
①認可事項
	番号
	事　務　内　容
	参　　考　　条　　文
	様　式　　ページ

	１
	学校法人（準学校法人）の設立
	私23条、24条、152条、私則３条、56条    
	68

	２
	学校法人寄附行為の変更
	私108条、152条、私則44条、56条
	70

	３
	学校法人の解散
	私109条、152条、私則47条、56条
	72

	４
	学校法人の合併
	私126条、152条、私則48条、56条 
	74

	５
	学校法人及び準学校法人がそれぞれ準学校法人及び学校法人に組織変更
	私152条、私則57条
	76



　②届出事項
	番号
	事　務　内　容
	参　　考　　条　　文
	様　式　　ページ

	１
	学校法人寄附行為の変更
	私108条、152条、私則46条
	80★

	２
	学校法人の解散
	私109条、152条    
	72

	
	①寄附行為に定めた解散事由の発生による解散
	私109条５項
	72

	
	②破産による解散
	私109条５項    
	72

	３
	学校法人所在地の住居表示等の変更
	私108条５項、152条、私令６条１項
	82★

	４
	理事長・代表権を有する理事の変更登記
	私令６条１項、私則61条
	86★

	５
	理事・監事・評議員変更
	私令６条２項、私則61条
	88★

	６
	学校法人設立の登記
	私26条、152条、私令６条１項
	78★

	７
	目的、業務（学校、収益事業を含む）名称、事務所の変更の登記
	私令６条１項
	84★

	８
	資産総額変更の登記
	私令６条１項
	84★

	９
	補助金等振込口座の指定及び変更
	    
	102


　★印の様式の提出には「e-kanagawa電子申請システム」が利用できます。

③報告事項
	番号
	事　務　内　容
	参　　考　　条　　文
	様　式　　ページ

	１
	不動産所有権取得登記済の報告
	私６条、152条
	100





④証明事項
	番号
	事　務　内　容
	参　　考　　条　　文
	様　式　　ページ

	１
	登録免許税非課税の証明
	登録免許税法４条２項
	90

	２
	特定公益増進法人の証明
	所得税法78条、同法施行令217条、法人税法第37条、同法施行令77条
	92

	３
	税額控除に係る証明
	租税特別措置法第41条の18の3、同法施行令26条の28の2第1項第2号
	94

	４
	学校法人の証明
	
	96

	５
	相続税非課税の証明
	租税特別措置法70条、同法施行令40条の３       
	98



⑤登記事項
	番号
	事　務　内　容
	参　　考　　条　　文

	１
	設立の登記
	私26条、152条、私令６条１項、組令２条

	２
	合併の登記
	私131条、152条、私令６条１項、組令８条 

	３
	事務所の移転登記
	私令６条１項、組令４条

	４
	目的、業務（学校、収益事業を含む）、名称、代表権を有する者の氏名・住所及び資格、解散の事由、資産総額等の変更登記
	私令６条１項、組令３条

	５
	解散の登記
	私令６条１項、組令７条        

	６
	清算人の登記
	私115条、私令６条１項、組令６条                

	７
	清算結了の登記
	私122条、私令６条１項、組令10条                



（注）参考条文欄の法令名については、次の略称を用いました。
　 　 法 　令　 名　　　　　　　略  称
　　　私立学校法　　　　　　　　　私
　　　私立学校法施行令　　　　　 私令
　　　私立学校法施行規則　　　　 私則
　　　組合等登記令　　　　　　　 組令　　



	Ⅲ　主な認可申請等事務手続きの流れ

（凡例）
　　　　　　申請・届出　　　　　　　　　設置者・学校の手続　　　　　　　　県の手続
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


１　学校の設置及び学校法人の設立
（新規に学校法人を設立する場合は、　　の流れ）

	（１）学校の設置
	（２）学校法人の設立

	設置者（設立発起人）
の県への事前相談


理　事　会　又　は
設立発起人会の決議


学校設置計画書
の  提  出


私立学校審議会委員
現地調査の実施等


私立学校審議会
の 計 画 承 認


設置者（設立発起人）
へ計画承認通知













（次ページへ）
	設立発起人の
県への事前相談


設立発起人会
の  決  議






	（１）学校の設置
	（２）学校法人の設立

	（前ページから）




校舎等の建築着工

工事進捗率が80％
となった段階で提出
「飲料水の水質を証明する書類」の提出








学校設置認可
申請書の提出


寄附行為変更認可申請書の提  出





既存の学校
法人の場合





私学振興課による現地調査の実施等



私立学校審議会
諮 問 ・ 答 申



設置者へ認可書
の交付





（次ページ（２）へ）
	













寄附行為認可
申請書の提出
















私立学校審議会
諮 問 ・ 答 申



設立発起人へ
認可書の交付





（次ページ（１）へ）



２　認可後の手続


（１）学校法人の登記関係
学校法人設立登記
学校法人設立
登記済届の提出
届出の形式上の要件に適合している場合は受理へ










 （２） 不動産の登記関係
学校法人等へ
証明書の交付
不動産所有権取得
登記済報告書の提出
校地校舎等の不動産所有権取得登記
登録免許税に係る
証明申請書の提出





　　学校法人
　　宗教法人　　　の場合
　　社会福祉法人
　　公益法人











３　学校設置後の手続

　 （１） 学科及び課程の設置 （特別支援学校の部の設置、専修学校の目的の変更を含む。）
設置者の県への事　前　相　談
学科・課程等
の設置認可
申請書の提出
設　置　者　へ
認可書の交付
私立学校審議会
諮 問 ・ 答 申 
寄附行為の変更
認可申請書の提出
理事会の決議




　　　　　　　　　　　　　（学校法人の場合）
　　　　　　　　　　　　
収容定員に係る
学則変更認可
申請書の提出





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（専修学校を除く）







　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（学校法人の場合）




　※　この手続きに伴い施設の変更を行うときは、「校地校舎等の変更」手続きが必要です。


　 （２） 収容定員の変更 （専修学校を除く。）
校地校舎等
の工事着工
設 置 者 へ
認可書の交付
不動産の
登記手続
校地校舎等の変更届
設置者の県への事　前　相　談
収容定員に係る
学則変更認可
申請書の提出
私立学校審議会
諮 問 ・ 答 申 
理事会の決議




　　　　　　　　　　　　　（学校法人の場合）











　※　この手続きに伴い施設の変更を行うときは、現地調査を行う場合があります。


　 （３） 校地校舎等の変更


設置者の県への事　前　相　談
校地校舎等の
変更届の提出
（現地調査等）
届出の形式上の要件に適合している場合は受理へ 
校地校舎等
の工事着工
理事会の決議
校 地 校 舎 等
変更届の再提出
不動産の
登記手続
大幅な設計変更の場合



　　　　　　　　　　　　（学校法人の場合）















　※　必要に応じ、事前に現地調査を行います。




　 （４） 学校の目的 ［名称、位置、学則、経費の見積り及び維持方法］ の変更

各届出書の提出
理事会の決議
届出の形式上の要件に適合している場合は受理へ 



　（学校法人の場合）



　 （５） 校長の変更

理事会の決議
届出の形式上の要件に適合している場合は受理へ 
上記の届出と同時に学校法人の役員の変更を伴う場合には、「理事・監事・評議員変更届」等が必要です。

校長選任届の提出


　（学校法人の場合）








　 （６） 設置者の変更

　　　 ① 他の設置者に変わる場合

旧 設 置 者 と
新 設 置 者 の
県への事前相談
学校設置者
変更認可
申請書の提出
新設置者へ
認可書の交付
私立学校審議会
諮 問 ・ 答 申 
理事会の決議
寄附行為の
変更認可
申請書の提出
登記事項の
変更登記手続



　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　（学校法人の場合）






　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（学校法人の場合）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　











　　　 ② 学校法人の合併の場合

合併する学校法人の県への事前相談
新学校法人へ
認可書の交付
学校法人
合併認可
申請書の提出
両法人の理事会の決議、評議員会の意見聴取
新学校法人の
財産目録、貸借
対照表の作成
合併の公告
債権者への催告
学校法人の設立
・変更・消滅等の
登記手続


















　　　 ③ 個人立等の学校が学校法人化する場合


旧 設 置 者 と
設立発起人会の県への事前相談
寄附行為の認可
申請書の提出
新学校法人へ
認可書の交付
私立学校審議会
諮 問 ・ 答 申 
設立発起人会
の　決　議
学校設置者変更
認可申請書の提出
学校法人の設立
登 記 手 続
旧設置者からの財産の寄附
























　　　　　※　幼保連携型認定こども園移行と同時に学校法人化する場合
　既存幼稚園を廃止して新たに学校を設置することになりますので、「学校設置者変更認可申請書」に代えて「学校廃止認可申請書」を提出してください。　　 




 （７） 学校の住居表示等の変更

住 居 表 示 等 の
変　更　に　伴　う
学則変更届の提出
届出の形式上の要件に適合している場合は受理へ 
市区町村からの
住居表示等変更
の　通  知 







　　　　　※　法人本部と所在地が同一の場合は、学校法人の寄附行為変更届が必要です。




	

４　学校法人設立後の手続

　（１） 役員・評議員の変更

1  理事・監事・評議員の場合
理事・監事・評議員を選任した
機関の決議
理 事 ・ 監 事
・評議員
変更届の提出
届出の形式上の要件に適合している場合は受理へ 








　　　 ② 理事長・代表権を有する理事の場合
理事会の決議
理事長・代表権を
有する理事変更
登記済届の提出
理事長・
代表権を
有する理事
変更登記

届出の形式上の要件に適合している場合は受理へ 











　（２） 寄附行為の変更

学 校 法 人 の
県への事前相談
寄附行為変更
認可申請書の提出
学校法人へ
認可書の交付 
理事会及び
評議員会の決議





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　変更内容が登記事項の場合は、変更登記の手続きが必要です。


　 （３） 準学校法人から学校法人への変更等 （組織変更）

新　法　人　へ
認可書の交付 
学校法人又は
準学校法人の
県への事前相談
組織変更認可
申請書の提出
理事会及び
評議員会の決議






　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　変更内容が登記事項の場合は、変更登記の手続きが必要です。






　 （４） 登記事項 （目的、名称、事務所、資産の総額等） の変更

届出の形式上の要件に適合している場合は受理へ 

登記事項の変更登記
変更登記済届の提出






　 （５） 学校法人本部 （事務所） の住居表示等の変更
住居表示等の変更に伴う寄附行為変更届
の　提　出
届出の形式上の要件に適合している場合は受理へ 
事務所所在地
の変更登記
市区町村からの
住居表示等変更の　通　知 







※　法人本部と所在地が同一の学校がある場合、住居表示変更に伴う学校の学則変更届が必要です。

































５　学校法人解散の手続
ここでは、事項の順番に説明します。
なお、合併による学校法人の解散の場合は、学校法人合併認可申請書＜様式26＞によります。
	学校設置者
	県
	私立学校審議会

	
１　解散事由の発生


２　設置者の県への協議


解散事由
1 理事総数の３分の２以上の同意及び寄附行為で更に評議員会の議決を要するものと定められている場合には、その議決
2 寄附行為で定めた解散事由の発生
3 目的たる事業の成功の不能
4 破産手続開始の決定
5 所轄庁の解散命令

　②④
①③
６　学校法人解散認可申請書の提出＜様式25＞






　　　　　　　　　　　　　通知
　　　　　設置者
　　　　　　　　　　　　　通知


11　解散及び清算人の登記
（解散した日から２週間以内）




12　解散及び清算人就任登記完了届＜様式40＞





（次ページへ）
	



協議
県担当者
指導


⑤３　私立学校審議会へ
諮問




５　解散命令









７　受理・書面審査

　申請


８　私立学校審議会へ諮問




10　学校法人解散認可



	








諮問４　審議


答申














諮問９　審議


答申



	学校設置者
	県
	私立学校審議会

	（前ページから）


13　債権の取り立て及び債務の弁済

(1) 債権申出の公告
　　（官報を利用。清算人が就任した日から２か月以内に最低３回の公告を行う必要がある。
(2) 自明の債権者には個々に催告
(3) 債権の取り立て
(4) 債務の弁済



14　残余財産の引き渡し



15　清算結了の登記



16　清算結了登記済届の提出
＜様式41＞


	
























届出受理




	




注１　解散する事由によって知事の認可を必要とする場合と届出による場合があるので留意すること。
２　13(1)の債権申出の公告とは、債権者に対して、一定の期間内に当該法人に対する債権について請求の申出をするよう当該法人が公告をもって催告することをいう。当該広告には、債権者が期間内に申出をしない場合、当該債権が清算から除斥される旨を附記する必要がある。（私立学校法第117条第１項、第２項参照）
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